
京都市消防局告示第８号 

 京都市火災予防条例第５４条の１０第１項の規定に基づき、次のとおり指定催しを指定

しました。 

  令和４年８月１２日 

京都市消防局長 井上 元次   

指定催しの名称 期 間 場 所 

東 寺 ガ ラ ク タ 市 

毎月の第１日曜日（令和４年

９月４日から令和５年８月６

日まで） 

南区九条町１番地 教王護

国寺境内 

第６回ものづくりＴｅｎ

ｍａｎｇｕマルシェ及び

第６回ｍｕｓｉｃ Ｔｅn

ｍａｎｇｕ 

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ９ 日 

上京区今出川通御前西入馬

喰町 北野天満宮 太閤井

戸周辺 

（消防局予防部予防課） 


